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対 象 者

2019年度末（2020年３月31日）での年齢が、35〜74歳の方
▶子宮がん検査は、20〜34歳の偶数年齢の方も受けることができます。
▶受診日にJADECOMけんぽ被扶養者（任意継続被保険者）としての資格がない場合は、補助対象

外です。

受 診 機 関
受診券等はありませんので、近隣でJADECOM健診の検査項目が受診できる健診機
関を探して、ご自身で直接申込みをしてください。
なお、健診費用は受診する健診機関によって違うので、申込み時に確認してください。

実 施 期 間 JADECOMけんぽへの補助金申請期日（2020年３月31日まで）に間に合うように、
早めに受診してください。

健診機関の「窓口で負担する費用」や「補助金の申請方法」については、
次の①②どちらの健診機関で受診するかによって異なります。

①「委託契約先健診機関（主にJADECOM
施設）」で受診する場合

②「委託契約先健診機関」以外で受診する
　場合

窓 口 で の
費 用 負 担

健診費用のうち、自己負担額のみの支払い
で済みます。

健診費用を一旦全額支払う必要があります。

補 助 金 の
申 請 方 法 補助金の申請は不要です。

受診後、①健康診査等補助金申請書（個人
用）、②領収書（コピー）、③検査結果通知
書（コピー）を、事業所の社会保険担当係（任
意継続被保険者の方は直接JADECOMけ
んぽ）へ提出してください。
▶申請書の用紙は、事業所の社会保険担当係に

お尋ねいただくか、JADECOMけんぽホー
ムページよりプリントアウトできます。

「委託契約先健診機関」に関する情報や申請書の様式は、JADECOMけんぽのホームページ内
「健康づくり・健康診断」にてご案内しています。

JADECOMけんぽのホームページ　https://www.jadecom.or.jp/kenpo/

JADECOMけんぽ　2019年夏号

ご家族（被扶養者）と任意継続被保険者の皆さん

健康診断のお知らせ
自分のからだの状態を把握しておくことは、
健康づくりに欠かせない要素のひとつ。年に１度健診を受診し、
数値の異常や変化を見逃さないようにしましょう。

※被保険者の皆さんは、職場の定期健康診断がありますので、
　勤務先へ確認してください。

「JADECOM健診」について

制作／社会保険研究所
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A 基本検査（35〜74歳）
検査項⽬ 検査内容 補助額（税込）

診察

問診（喫煙歴、服薬歴等）
⾝体計測（身長、体重、BM I ）、腹囲
理学的検査（胸部聴診、腹部触診、　
　直腸検査〈医師の判断により実施〉）
血圧測定（坐位）

被扶養者および
任意継続加入者

13,800円

視⼒ 左・右
聴⼒ 左・右（オージオ）

⽣化学

血液化学検査
中性脂肪、HDL-コレステロール、
LDL-コレステロール、
GOT(AST)、GPT(ALT)、
γ-GTP(γ-GT)、空腹時⾎糖、
総コレステロール、ALP、
クレアチニン、尿酸

血液

末梢血液⼀般検査
ヘマトクリット、⾎⾊素測定、
⾚⾎球数、⽩⾎球数、MCV、
MCH、MCHC

ヘモグロビンA1c

尿
尿中⼀般物質定性半定量検査
尿糖、尿蛋⽩、潜⾎反応、
尿ウロビリノゲン

糞便 免疫便潜血反応検査（２日法）
⼼電図 12誘導
胸部X線 直接撮影

（ご注意ください）
上記検査のうち、次に掲げる検査項⽬を実施しなかった場合は、当
該検査の補助額をそれぞれ減じた額となります。

B 胃部検査
（①か②のいずれか希望者のみ〈基本検査に付随〉）
検査項⽬ 検査内容 補助額（税込）

①上部
　消化管X線 胃造影（診断・撮影） 8,500円

②内視鏡 胃・⼗⼆指腸ファイバースコピー 12,800円

C 付加検査
　（40歳および50歳の希望者のみ〈基本検査に付随〉）

検査項⽬ 検査内容 補助額（税込）

尿 尿沈渣 

8,900円

血液 末梢血液像、血⼩板

⽣化学 総蛋⽩、アルブミン、総ビリルビン、
アミラーゼ、LDH

肺機能 フローボリュームカーブ

超⾳波 断層撮影法（胸腹部）

眼底カメラ 700円

D 任意検査
　（該当年齢の希望者のみ）　

検査項⽬ 検査内容 補助額（税込）

女
性

子宮がん
細胞診検査
※20歳以上35歳未満偶数年齢の方
　も単独受診可

3,700円

乳がん

マンモグラフィ検査

6,100円
40歳以上
偶数年齢

内外斜位方向および
頭尾方向

50歳以上
偶数年齢 内外斜位方向

男
性 前⽴腺がん 55歳以上 前⽴腺特異抗原

（PSA）検査 3,100円

検査項⽬ 補助額
総コレステロール 200円
ＡＬＰ 200円
クレアチニン 200円
尿酸 200円
免疫便潜血反応検査 1,200円

JADECOMけんぽ　2019夏号

「JADECOM健診」検査項目・補助額一覧

　「特定健診」は、法律に基づいて実施される40〜74歳の方を対象とした健診制度です。
　どちらの健診制度を利用するかはご自身で選択していただくことになりますが、「特
定健診」と「JADECOM健診」はいずれか一方しか受診でき
ませんのでご注意ください。
　特定健診の受診方法については、受診券に同封している案内
をご覧ください。
　なお、受診券がお手元に届いていない場合は、お手数ですが
JADECOMけんぽ（℡03-5579-8604／平日9：00〜17：30）
までお問い合わせください。

①実費金額が補助額より低かった場合は、実費金額まで補助されます。
　▶たとえば、基本検査のみを受診したときに、健診機関に支払った額が10,000円
　　だった場合、補助額も10,000円です。
②地方自治体等が実施または費用補助をした検査に対しては、補助は行われません。

※年齢は2019年度末（2020年３月31日）時点

補助について

「特定健康診査
（特定健診）

受診券」が
届いた方へ

制作／社会保険研究所
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【控除項目】
健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料
19065

社会保険合計 課税対象額 所得税

控除合計

【支給項目】
基本給 超過勤務手当

住居手当

【勤怠項目】
超過勤務時間

支給年月 所属コード 所属名 社員コード 氏　名
2017年　5月度給与 殿

●健康保険料の決定の仕方
　保険料の額は、標準報酬月額・標準賞与額（給与
や賞与を区切りの良い幅で区分したもの）に
JADECOMけんぽの保険料率を掛けて計算します。
　標準報酬月額は、①〜④のときに決定・改定され
ます。

①資格取得時（入職時に初任給などを基に決定）
②定時決定（毎年４月〜６月の収入を基に９月
〜翌年８月分を決定）
③随時改定（昇給や降給で２等級以上変わった
とき）
④産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時
改定（産前産後休業・育児休業復帰後の給与
減少で変更）

　標準賞与額は、賞与から1,000円未満を切り捨て
た額です。

給与明細書を見てみよう！

Ａさん（30歳、標準報酬月額 41万円）の場合

　給与明細書の法定控除欄に記載されている「健
康保険料」の金額が、Ａさんの給与から天引きさ
れている１ヵ月分の保険料です。これは扶養して
いる家族の人数に関係なく、被保険者であるＡさ
んの「標準報酬月額」にJADECOMけんぽの保険
料率を掛けたものです。

私の
「保険料」って
いくら？

　健康保険組合の財源の大部分は、被保険者の皆さんと
事業主から納付される保険料です。
　事業主は、被保険者の給料・賞与から被保険者負担分
の保険料を天引きし、事業主負担分と合わせて健康保険
組合に納めます。
　JADECOMけんぽでは、健康保険料を被保険者と事業
主が折半して負担しています。

JADECOMけんぽ　2019年夏号

保険料は、
使われますか？

49.6％
高齢者医療制度を

維持するために
国に拠出する費用

前期高齢者納付金
後期高齢者支援金

など

50.4％
加入者のために
支出される費用

保険給付費
保健事業費
事務費　など

※JADECOMけんぽ2019年度予算（一般勘定）より

と健康保険組合 保険料

何に 保険料等

制作／社会保険研究所
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健康保険組合の目的である医療費の給付や健診のための費用など、健康保険組
合加入者のために使われています。

保険証を提示して健康保険で医療を受けると、加入者の皆さんは費用の一部を負担すればよいことになっ
ています。残りの大部分の医療費は、健康保険組合から診療報酬支払基金を通じて、医療機関へ支払われ
ています。

保険料の半分は、わが国の高齢者医療制度を維持するために、国に拠出して
います。

前期高齢者（65歳〜74歳）の方を対象とした、被用者保険（健康保険組合等）と国民健康保険の間で医
療費負担を調整するための制度です。
企業を定年退職した後、多くの人が国民健康保険に加入します。国民健康保険だけで、その前期高齢者
の医療費を背負うとすると破綻してしまうため、私たちの保険料で「前期高齢者納付金」を納め、多く
の前期高齢者を支えています。

後期高齢者（75歳〜）医療の財源は、患者負担を除き、約４割を現役世代の支援金（健保組合等の保険
者が負担する後期高齢者支援金）で賄っています。保険者が負担する支援金は、被保険者の報酬等の平
均額が高い保険者ほど負担が増える仕組みとなっています。

診察・調剤する

保
険
給
付
や
保
健
事
業
を
行
う

医
療
費
を
支
払
う

医療費を請求する

保
険
料
を
納
め
る

自己負担分を支払う

診
療
報
酬
明
細
書（
レ
セ
プ
ト
）を
送
る

レセプト確認し、
保険料から医療費を支払う

加入者のために
使われる費用

高齢者医療制度を
維持するために
国に拠出する費用

医 療 費

※上記納付金・支援金のほか、介護保険料を介護納付金として納める制度等もあります。

前期高齢者
納　 付　 金

後期高齢者
支　 援　 金

被保険者・被扶養者 医療機関・薬局

健康保険組合 社会保険診療報酬支払基金

制作／社会保険研究所
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① ②

① ②

被扶養者の年齢 収入限度額

59歳以下 月額　108,334円未満
日額　 3,612円未満

60歳以上
（または障がい者）

月額　150,000円未満
日額　 5,000円未満

JADECOMけんぽ　2019年夏号

●被扶養者になれる人

仕送りについて
仕送り方法は振込または書留とし、手渡しは認め
られません。また、振込の場合、「ひとつの口座
を共有しての振込・引出」は仕送りとして認めら
れません。必ず被保険者名義の口座から扶養認定
対象者（扶養に入れたい方）名義の口座に振り込
む必要があります。

被扶養者に異動があったときは…

※他に優先扶養義務者がいないか、あるいは優先扶養義務者に扶
養能力がなく、被保険者が扶養せざるを得ない理由があること
が必要となります。
優先扶養義務者とは⇒父の場合は「母」、祖母の場合は「祖父」、
　　　　　　　　　　兄弟姉妹場合は「父母」など

●被扶養者となる者に収入がある場合
　同居（被保険者と同一世帯）、別居（被保険者と同一世帯にない）のそれぞれのケースにおいて①、②を満
たしている必要があります。

年間収入が130万円（60歳以上または障がい者
の場合は180万円）未満で、連続する３ヵ月の平
均収入月額が下表の収入限度額未満であること

同居

ご家族を扶養に入れるとき

別居
年間収入が被保険者の１／２未満

年間収入が被保険者からの援助（仕送
り）より少ない

同居

別居

ともに の場合

の場合

制作／社会保険研究所
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① ②

JADECOMけんぽ　2019年夏号

収入就職

別居

●被扶養者の届出
　必要書類をそろえて、「被扶養者（異動）届」と一緒にJADECOMけんぽへ提出してください。
　必要書類については、JADECOMけんぽホームページや2019年度版健保ガイドに一覧を掲載しています。扶
養事実が確認できない限り、扶養の認定はできません。また、扶養事実確認のために、JADECOMけんぽから
個別に追加書類の提出をお願いする場合があります。
　協会施設間の異動や定年後再雇用の場合でも、都度届出が必要です。

　健康保険組合では、健康保険法施行規則等に基づき、被扶養
者の方が扶養認定後も引き続き被扶養者資格を満たしているか
確認するための調査（検認）を毎年実施することが義務付けら
れています。
　被扶養者の再確認は、被扶養者の認定を適正に行うことによ
り、保険給付費の適正な負担および高齢者医療への納付金・支
援金の適正化にもつながる、とても重要な調査です。
　対象の方へは、９月に事業所を通じて調査票を配付しますの
で、期日までの提出をお願いします。なお、検認の結果、被扶
養者資格の条件にあてはまらない方および必要書類の提出が提
出されない方については、被扶養者資格が取消しになりますの
でご注意ください。

ご家族を扶養からはずすとき

●手続き忘れていませんか？
　検認の際に、遡って資格を取消しするケースが増えていま
す。
　被扶養者の資格がなくなったあと、JADECOMけんぽの保
険証を使用したり、給付金、健診等の補助金を受けたりした
ときは、　医療費等を返還していただくことになります。
　ご家族が被扶養者の資格にあてはまらなくなったら、「被
扶養者（異動）届」に該当者の保険証を添えて、事業所を通
じて届け出てください。

収入就職

別居

収入就職

別居

被扶養者の検認に
ご協力お願いします

収入就職

別居

【被扶養者からはずれる例】
⃝就職や結婚で、他の健康保険に加入した

⃝パートやアルバイト等の給与や年金収入が増えて、
基準額を超えた

⃝雇用保険の失業給付金（日額3,612円（60歳以上
5,000円）以上）を受給するようになった

⃝別居をしているが、被保険者からの仕送り額が基準
額より少なかった

制作／社会保険研究所
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みんなのけんぽ　夏号　2019年7月発行

発行／地域医療振興協会健康保険組合
　　　（JADECOMけんぽ）　

〒162-0843　東京都新宿区市谷田町1-10　保健会館新館７階
TEL03-5579-8604　　https://www.jadecom.or.jp/kenpo/index.html

４月５、６日、公益社団法人地域医療振興協会の「2019年度新入職員研修会」が行われ、
全国から500人近くの新入職員が参加しました。

今年も公益社団法人地域医療振興協会各施設に多くの方が入職し、４月末現在
被保険者数が約10,500人となりました。これからも健康保持や疾病予防のため、
JADECOMけんぽの制度をご活用ください。最新の情報は、広報紙『みんなのけんぽ』、
「ホームページ」にて随時お知らせしています。

「JADEコミュ東西南北」より

制作／社会保険研究所

悩みごとありませんか？　
ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください！

すべてのサービスにおいてプライバシーは守られ、利用したことが勤務先やご家族、外部などに
知られることはありませんので、安心してご利用ください。

0120-8349-83（携帯電話・スマートフォンでも通話無料）　
●24時間　年中無休（年末年始「12/29 ～ 1/3」を除く）
●相談内容によって、臨床心理士・産業カウンセラー・精神保健福祉士・
　看護師・栄養士・警察OB等が対応します。

全体研修のあとは、グループに分かれて、
ワークショップを行い、各グループで
話し合ったことを発表しました。


